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先日、長野県健康福祉部より、長野県老人保健施設

協議会（全老健長野県支部）に対して、平成24年度よ

り施行される「介護職員等によるたんの吸引等の実施

のための研修事業」への協力要請があった。厚労省の

指導者講習を受けた看護師が指導看護師となり、受講

者である介護職員等に基礎研修をした上で評価をし、

実地研修の後再評価を行い、基準をクリアした場合に

修了を認める。この該当者には県知事より修了証明書

が交付され、平成24年 4 月より現場で実施すること

が可能となる。当県老健協議会への依頼内容は、この

研修事業の実地研修施設の受諾要請である。

研修内容は、「痰の吸引（口腔・鼻腔・気管カニュ

ーレ）」、「経管栄養（胃ろう・腸ろう・経鼻）」などと

なっている。しかし、この制度については詳細が明ら

かでなく問題点も多いのが現状である。例えば、①指

導看護師は正看護師でなければならないこと、②もと

もと看護師の数が少なく研修内容の条件が厳しいなか、

実際に老健施設が実地研修を受諾できるのかどうか、

③研修中に医療事故が発生した場合どのように対応

すればよいのか――など疑問な点はいろいろとある。

このような状況であるが、医療を伴う老健施設にお

いては協力せざるを得ない。特に、年々医療を必要と

する利用者が増している現状を考えると、修了証を交

付された介護職員等の存在は、介護職の質の向上にも、

看護・介護のよりよい連携をつくることにもつながる

ことから、この研修事業に期待するものである。

他の都道府県の施設はどのようにお考えだろうか？

（上條節子）
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